
 

障害者・高齢者権利擁護センター西部事務所開所 

既存事務所の担当区域変更について 

名古屋市障害者・高齢者権利擁護センターでは、４か所目の拠点となる西部事務所を令和 6

年 3月 19日に開所しました。 

それに伴い、各事務所の担当区が変更となります。詳しくは下記をご確認願います。 

※太字で示した区が、担当事務所が変更となる区になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 名古屋市精神保健福祉センター（ここらぼ）、(旧)中村保健センターと同じ場所です。 

事務所 所在地 電話番号 FAX番号 担当区 

南 部 
熱田区千代田町２０-２６ 

知的障害者センターサンハート内 
678-3030 678-3051 瑞穂区、熱田区、港区、南区 

北 部 
北区清水四丁目１７－１ 

総合社会福祉会館５階 
９１９-７５８４ 919-7585 千種区、東区、北区、守山区 

東 部 
天白区原一丁目３０１ 

原ターミナルビル３階 
803-6100 803-6600 昭和区、緑区、名東区、天白区 

西 部 
中村区名楽町４－６－１８ 

建物４階 
433-6580 433-6579 西区、中村区、中区、中川区 

令和 6 年 4 月 14 日（日） 

発行：特定非営利活動法人  

名古屋市精神障害者家族会連合会 

会 長  池山 豊子 

TEL/FAX(052)846-5576  NO.991 号 
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名古屋市精神障害者家族会連合会 

第２６回 定期総会のご案内 

日 時 令和６年５月１９日（日） 

午後１時～２時 

★ 午後２時１０分～３時３０分 

野澤和弘氏(元毎日新聞論説委員) 

による総会記念講演があります 

演 題 身近な発達障害について 

～誰もが住みやすい地域を作るには～ 

会 場 名古屋市総合社会福祉会館 

７階大会議室 


